
平成23年度11月補正予算案（12月7日提案分）について

Ⅰ 概 要

国の第３次補正予算等を受け、震災を踏まえた防災対策や雇用対策など緊

急に対応が必要な対策を実施するとともに、併せて今年度から来年度にかけ

て切れ目のない経済対策を実行するため、総額 を計上することとし９２億円

た。

１ 補正項目

下段（ ）は基金積立額で内数

（１）震災関連・経済対策

○社会基盤・生活基盤整備 ４，２５３百万円
※特別会計を含む額 ４，３４５百万円

・国３次補正予算による道路防災対策等の補助公共等の追加 １，１９２百万円

・国の公共事業５％留保の解除に伴う補助公共等の追加 ３，０６１百万円

○森林整備加速化・林業再生 ３，０１５百万円
（ ， ）・ ３ ０００百万円間伐や路網 高性能林業機械の整備等のため 中山間地域、 、

等活性化基金を積増し・取崩し

○緊急雇用創出 １，２７０百万円
（ ， ）・震災等の影響による失業者の一時的な雇用・就業機会の １ ２７０百万円

緊急雇用創出事業臨時特例基金を積増し提供のため、

○離職者等の住まい対策 ３４百万円
（ ）・ ３４百万円生活福祉資金の相談支援体制等を整備するため 緊急雇用、

創出事業臨時特例基金を積増し

○災害拠点病院等の設備整備 ８百万円
災害発生時の医療活動体制を強化するため、医療資機材の・

整備費を助成

○放射性物質汚染堆肥の処理支援 ６百万円
・福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染され

たことによって利用困難となった堆肥の処理経費を助成



○自殺予防対策 ５０百万円
（ ）・自殺を予防するための相談体制整備や広報啓発活動等を ５０百万円

地域自殺対策緊急強化基金を積増し実施するため、

○高校生等の教育機会の確保 ９６百万円
（ ）・ ９６百万円経済的理由により修学困難な高校生等の教育機会を確保す

るため、高等学校奨学金事業等支援臨時特例基金を積増し

○被災児童生徒就学支援 １４百万円
（ ）・ １４百万円震災により県内に転入した幼児・児童・生徒の就学支援の

ため、高等学校奨学金事業等支援臨時特例基金を積増し

３９８百万円（２）地域医療再生

・医療従事者の育成・確保や医療機関の施設設備整備の支

援等のため、地域医療再生臨時特例基金を取崩し

２ 繰越明許費の設定

○公共事業に係る平成２３年度から平成２４年度への繰越限度額

の設定

・今回補正額 ２，６７２百万円
・初日提案分 １１，４１３百万円
・繰越明許費累計額 １４，０８５百万円

Ⅱ 平成２３年度一般会計歳入歳出予算

１１月補正後予算額（ 月 日提案後）① ５，４４２億円11 21

１１月補正予算額 ② ９２億円（ 月 日提案分）12 7

補正後予算額 ①＋② ５，５３４億円

＊対前年度同期比 ９８．４％

【参考】平成 年度 月補正後予算額 億円22 11 5,624



Ⅲ 財 源

１ 国庫補助金等 ６９億円
（１）基金積立目的の国庫補助金 ４５億円

（２）公共事業等の国庫補助金 ２４億円

２ 基金の取崩し ４億円

３ 県債 １７億円

４ 繰越金 ２億円

合 計 ９２億円


